
■昭和出張所

第２・第４　木曜日

地
域
の
実
情
に
ふ
れ
、
皆
さ
ん

の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
く
た
め
７
月
か
ら
、

昭
和
出
張
所
、
山
手
と
清
音
の
各

支
所
に
「
地
域
市
長
室
」
を
設
置
。

市
長
は
、
３
つ
の
市
長
室
へ
定
期

的
に
出
勤
し
ま
す
。

出
勤
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
午

前
中
で
、
山
手
支
所
が
第
２
・
第

４
火
曜
日
、
清
音
支
所
が
第
２
・

第
４
水
曜
日
、
昭
和
出
張
所
が
第

２
・
第
４
木
曜
日
。
最
初
の
出
勤

は
、
７
月
９
日
e
の
昭
和
出
張
所

で
す
。

市
長
は
地
域
市
長
室
で
も
、
通

常
ど
お
り
の
公
務
を
行
い
ま
す
。

市
長
と
の
面
談
を
希
望
す
る
場
合

は
、
事
前
に
秘
書
室
と
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。
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昭
和
出
張
所
、
山
手
・
清
音
の
各
支
所
へ
設
置

７
月
９
日
（木）
、

昭
和
出
張
所
か
ら
ス
タ
ー
ト

問
い
合
わ
せ

秘
書
室
（
1
(2
８
２
１
５
）

　所　得　段　階

●生活保護受給者
●老齢福祉年金受給者で、
世帯の全員が市民税が非
課税の人

●世帯の全員が市民税が非
課税の人で、前年の合計
所得金額と課税される年
金の合計収入額が８０万
円以下の人

●世帯の全員が市民税が非
課税の人で、第２段階に
該当しない人

●世帯のだれかに市民税の
課税がされているが、本
人は市民税が非課税の人

●本人は市民税の課税がさ
れていて、前年の合計所
得金額が２００万円未満
の人

●本人は市民税の課税がさ
れていて、前年の合計所
得金額が２００万円以上
の人

調整率

０．５　

０．５　

０．７５

１．００

１．２５

１．５０

保険料
（年額：円）

24,600

24,600

36,900

49,200

61,500

73,800

第
１
段
階

第
２
段
階

第
３
段
階

第
４
段
階

第
５
段
階

第
６
段
階

　所　得　段　階

●生活保護受給者
●老齢福祉年金受給者で、
世帯の全員が市民税が非
課税の人

●世帯の全員が市民税が非
課税の人で、前年の合計
所得金額と課税される年
金の合計収入額が８０万
円以下の人

●世帯の全員が市民税が非
課税の人で、第２段階に
該当しない人

●世帯のだれかに市民税が
課税されているが、本人
は市民税が非課税で前年
の合計所得金額と課税さ
れる年金の合計収入額が
８０万円以下の人

●世帯のだれかに市民税が
課税されているが、本人
は市民税が非課税で第４
段階に該当しない人

●本人は市民税の課税がさ
れていて、前年の合計所
得金額が１００万円未満
の人

●本人は市民税の課税がさ
れていて、前年の合計所
得金額が１００万円以上
２００万円未満の人

●本人は市民税の課税がさ
れていて、前年の合計所
得金額が２００万円以上
の人

調整率

０．５　

０．５　

０．７５

０．８８

１．００

１．１４

１．２５

１．５０

保険料
（年額：円）

25,200

25,200

37,800

44,300

50,400

57,400

63,000

75,600

第
１
段
階

第
２
段
階

第
３
段
階

第
４
段
階

第
５
段
階

第
６
段
階

第
７
段
階

第
８
段
階

平
成
２１
年
度
か
ら
２３
年
度

ま
で
の
、
６５
歳
以
上
の

人
の
介
護
保
険
料
を
見
直
し

ま
し
た
。

大
き
く
変
わ
っ
た
点
は
、

低
所
得
者
の
負
担
軽
減
の
た

め
介
護
保
険
料
の
区
分
が
６

段
階
か
ら
８
段
階
に
な
っ
た

こ
と
。
ま
た
、
基
準
額
が
、

月
額
４
１
０
０
円
か
ら
４
２

０
０
円
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
２１
年
度
の
介
護
保
険

料
の
額
は
７
月
中
旬
に
送
付

す
る
決
定
通
知
書
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

納
付
書
や
口
座
振
替
で
納

め
る
人
は
、
納
期
が
７
月
か

ら
来
年
２
月
ま
で
の
毎
月
の

８
期
に
な
り
ま
す
。
納
付
書

の
人
は
金
融
機
関
な
ど
で
納

め
て
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替

の
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期

に
、
通
帳
記
入
を
し
て
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
天
引
き
の
人
は
、

７
月
に
決
定
し
た
介
護
保
険

料
を
、
８
月
以
降
の
偶
数
月

に
天
引
き
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

介
護
保
険

課
介
護
保
険
係
（
1
(2
８
３

６
９
）

６５歳以上の人 介護保険料が変わります

６段階から８段階へ

そ
う
じ
ゃ
吉
備
路
マ
ラ
ソ
ン

平
成
２２
年
２
月
２８
日
A
開
催

そ
う
じ
ゃ
吉
備
路
マ
ラ
ソ
ン

実
行
委
員
会
が
５
月
１５
日
、
市
図

書
館
で
開
か
れ
、
平
成
２２
年
２
月

２８
日
a
、
そ
う
じ
ゃ
吉
備
路
マ
ラ

ソ
ン
が
市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
を

発
着
点
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決

ま
り
ま
し
た
。

種
目
や
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
実
行
委
員
会
で
協
議
さ

れ
、
８
月
下
旬
に
大
会
の
詳
細
が

決
定
す
る
予
定
で
す
。

問
い
合
わ
せ

生
涯
学
習
課

体
育
振
興
係
（
1
(2
８
３
６
７
）

５
月
臨
時
市
議
会
を
開
催

５
月
臨
時
市
議
会
が
５
月
２６

日
開
か
れ
、
１２
の
議
案
が
原
案
ど

お
り
、可
決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
も
の
は
、
夏
の
ボ
ー
ナ
ス

（
期
末
手
当
や
勤
勉
手
当
）
支
給

額
を
、
人
事
院
勧
告
の
趣
旨
や
現

在
の
社
会
情
勢
に
基
づ
き
、市
長
、

副
市
長
、
教
育
長
、
職
員
で
０.

２
か
月
分
、
市
議
で
０.

１５
か
月

分
を
減
額
す
る
３
件
の
条
例
制
定

で
す
。

問
い
合
わ
せ

総
務
課
行
政

係
（
1
(2
８
２
１
８
）

基準額は４１００円から４２００円に。介護保険料の額は７月中旬に通知

■変更前（基準額４１００円） ■変更後（基準額４２００円）

■山手支所

第２・第４　火曜日

■清音支所

第２・第４　水曜日

３つの市長室への出勤日

当面の地域市長室の日程
●昭和出張所
７月９日・２３日、８月１３日
●山手支所
７月１４日・２８日、８月１１日
●清音支所
７月２２日、８月１２日

※時間は、いずれも９時から正午ごろまで。７月
１４日の山手支所は、午前９時から１０時まで




